
   

 

 

 

 

 

  

 

 

台東区では、食品衛生法第 24条の規定及び国が定める「食品衛生法に関する監視

指導の実施に関する指針」に基づき、毎年度「台東区食品衛生監視指導計画」を策定

しています。 

この計画に基づいて効率的かつ効果的な監視指導を実施するとともに、区民の皆

様や食品事業者等と食品の安全性に関する情報提供や意見交換を行い、区民の食に

対する安全と安心の確保に取り組みました。 

 この度、令和５年度の台東区食品衛生監視指導計画の実施結果について、以下のと

おり概要を取りまとめましたので、お知らせいたします。 
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 食中毒等の飲食を原因とする事故を防ぐため、食品取扱施設内の清掃状況や整理整頓、食

品の仕入れから販売までの衛生管理など、食品の取扱及び調理従事者の健康管理について指

導しました。 

  

 

                             ※令和６年 3月 31日現在                                                                           

 

 

 

 

 

  

（１）食中毒予防対策 

  統計的に食中毒の発生が多い業種を重点監視施設とし、給食施設（学校、保育所、

社会福祉施設等）、飲食店営業（仕出し屋、弁当屋）、大規模施設（製造業、デパート、

スーパー）の監視を行いました。年間を通じて、※現場簡易検査（ＡＴＰ検査、拭き

取り検査）、食品の抜き取り検査を実施しました。 

 

※現場簡易検査・・・Ｐ６ 参照 

 

（２）食品の表示対策 

   区内の製造施設、販売店などに立ち入り、２,９９２品目の食品について食品添加物、

アレルゲン、期限等の表示を確認した結果、１１４件の不適正表示が発見されました。

不備がある表示については、適正に表示を行うよう指導しました。 

  

《不適正表示の内容》 

内 容 無表示 期限表示 食品添加物 その他 違反件数 

件 数 ７２ １ ６ ４３ １１４ 

  ※単一の品目に複数の違反内容がある場合、それぞれの項目へ計上している。 

  

 食品取扱施設 12,０５９件※ 

 立入件数 ８,８２５件   

Ⅰ 施設への立入検査結果 
 

１ 通年実施する監視指導 
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（３）観光・お祭り等に対する監視指導 

   ① お祭り・イベント対策 

      区内で開催されるお祭りやイベントにおいて、臨時営          

業者や模擬店出店者等に対して、食品の衛生的な取扱い 

 の監視指導を行いました。 

 

監視件数 １,３１７ 

 

   ② 観光客の方々への安全確保 

     当区を訪れる観光客の方々が、安心して下町の味を楽しめるよう、飲食店や土産

物店の監視指導を行いました。 

 

監視件数 ３５１ 

 

 

 

 

（１）ノロウイルス食中毒の防止対策 

ノロウイルス食中毒や集団感染を予防するため、年間を通じて、給食施設や区内飲 

   食店等に立ち入り、リーフレット類を配布し、指導を行いました。 

 

① 給食施設 

（学校、保育所、社会福祉施設等） 

     

監視件数 １１８ 

 

② 食品取扱業 

（仕出し・弁当屋、すし屋、製造業、販売業） 

 

監視件数 ６５３ 

  

２ 重点的に実施する食中毒防止対策 

ノロウイルス食中毒・感染予防の冊子 
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（２）食肉類の生食による食中毒の防止対策 

   「鶏刺し」、「鶏わさ」など食肉類の生食による食中毒を予防するため、主に食肉を扱

う飲食店や食肉販売業等に立ち入り、リーフレットを配布し、指導を行いました。 

 

 

① 飲食店 

（焼肉屋、焼鳥屋、居酒屋、レストラン等） 

 

 監視件数 ４６ 

 

② 食肉販売店等 

（食肉販売店、食肉処理業、食鳥処理業等） 

    

 監視件数 ４ 

 

 

  

食肉の生食による食中毒防止の 

リーフレット 
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区内で製造・流通する食品の安全確保を目的に、区内の飲食店、食品製造施設、販売

店、給食施設等において、食品の抜き取り検査、現場簡易検査（ＡＴＰ検査、拭き取り

検査）を行いました。 

 

 

 

（１）細菌検査（食中毒菌等の汚染状況の検査） 

合計４７２検体の細菌検査を行い、このうち台東区が定めている基準で３２検体

が不良※でした。 

 

品 目 検査検体数（不良件数） 

弁当類 １１７ （１１） 

そうざい類 ２４１ （１３） 

魚介類等 ２４ （０） 

菓子類 ５５ （５） 

乳・乳製品等 ８ （０） 

牛肉豚肉・卵類及びその加工品 ８ （０） 

農産物及びその加工品 ５ （０） 

清涼飲料水・氷雪・水 １  （０） 

めん類 ４  （３） 

豆腐 ９ （０） 

計 ４７２ （３２） 

【検査機関】台東保健所検査センター（４６７検体）、民間登録検査機関（５検体） 

※台東区の食品細菌検査措置基準等に適合しないもの 

 

 

 

  

Ⅱ 食品等の検査結果 
 

１ 収去検査（抜き取り検査） 

【細菌検査の項目】 

一般細菌数 

大腸菌群 

大腸菌 

黄色ブドウ球菌 

サルモネラ 

腸炎ビブリオ 

セレウス菌 

カンピロバクター 

 腸管出血性大腸菌

（Ｏ１５７） 
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（２）化学検査（食品添加物等の検査） 

  １６２件の化学検査を行い、違反となる食品はありませんでした。 

 

品 目 検査件数（違反件数） 

弁当類  ７  （０） 

そうざい類 ３５  （０） 

魚介類等 ２８  （０） 

菓子類 ５０  （０） 

乳・乳製品等 ２ （０） 

牛肉豚肉・卵類及びその加工品 ８ （０） 

農産物及びその加工品  ４ （０） 

清涼飲料水・氷雪・水  ４ （０） 

めん類 １２  （０） 

調味料 ９ （０） 

その他の食品 ３ （０） 

計 １６２ （０） 

【検査機関】台東保健所検査センター（１５７検体）、民間登録検査機関（５検体） 
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（１）ＡＴＰ検査 

ＡＴＰ検査とは、その場ですぐ手指や調理器具等の清浄度や衛生状態の判断がで 

きる検査です。 

 台東区内の飲食店等で総計４３４件の検査を行いました。 

 

（２）拭き取り検査 

拭き取り検査とは、食品や調理器具の表面を拭き取り、食中毒菌等の生息状況を 

調べる検査です。 

 

 検査件数 不良件数（不良率） 

食 品 ６６   １（1.5％） 

器 具 ２７５  ２２（8.0％） 

手 指 ６９３  ６９（10.0％） 

その他 ３８８  6（1.5％） 

計 １，４２２ ９８（6.9％） 

   ※「不良」となった施設に対しては、原因究明を行ない、改善指導しました。 

 

 

 

 

  食中毒の原因究明のために、４１２件の検査を東京都健康安全研究センターに委託しま

した。 

  

２ 現場簡易検査（ＡＴＰ検査・拭き取り検査） 

３ 食中毒検査 
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飲食店営業 153

食料品販売店 10

デパート・スーパー 10

菓子製造業 3

その他

12

 

 

 

令和５年度は、消費者の方々から１８８件の食品や食品取扱施設に関する苦情を受けまし

た。関連する施設の調査及び食品検査等を実施し、原因を究明し、事業者に対して再発防止

の指導を行いました。 

 

 

 

 

 

 

施設及び環境の

不衛生 51

身体の異常 49取扱いの不良 39

異物混入 13

異味・異臭 9

腐敗・変敗 7

営業許可 6

騒音 4 表示 1
その他 9

Ⅲ 食品の苦情 
 

１ 苦情内容別件数 

２ 苦情施設別件数 

計 １88件 

計 １88件 
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食中毒発生の原因施設に対する営業停止の処分、食品衛生法に違反があった食品等に対す

る販売禁止等の処分を行いました。 

 

 

 

発生月 原因施設 原因食品 原因物質 
患者 

（人） 

喫食者  

（人） 
措置 

5月 飲食店（一般） 
当該施設で 

提供された食事 
ノロウイルスＧⅡ 4 4 営業停止命令 

6月 飲食店（すし屋） 
当該施設で 

調理した刺身 
アニサキス 1 1 口頭注意 

6月 飲食店（一般） 
当該施設で 

提供された食事 
カンピロバクター 3 3 営業停止命令 

8月 飲食店（一般） 
当該施設で 

提供された食事 
カンピロバクター 3 4 営業停止命令 

10月 飲食店（一般） 
当該施設で 

提供された食事 

クドア・セプテン

プンクタータ 
9 12 始末書徴取 

12月 飲食店（一般） 
当該施設で 

提供された刺身 
アニサキス 1 1 営業の一部停止命令 

12月 飲食店（一般） 
当該施設で 

提供された食事 
ノロウイルスＧⅠ 7 44 営業停止命令 

1月 その他（行事） 
行事で提供 

された牡蠣料理 
ノロウイルス 80 不明 口頭注意 

2月 飲食店（一般） 
当該施設で 

提供された食事及び弁当 
ノロウイルスＧⅡ 12 22 営業停止命令 

3月 飲食店（一般） 
当該施設で 

提供された食事 
カンピロバクター 5 9 営業停止命令 

 

 

 

発生月 違反品 生産国 処分内容 違反内容 業種 

１２月 インド産ひよこ豆 インド 販売禁止命令 

残留農薬基準違反 

クロルピリホス

0.02ppm検出 

食品輸入販売業 

 

1 食中毒 

Ⅳ 食中毒及び違反食品 

２ 違反食品 
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食品同業組合を通じて食品等事業者に「ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理」の周知や食品衛生

管理ファイルの配布など、情報の提供を行っています。 

 

 

 

 食品衛生協会の自治指導員が飲食店等を巡回指導する際に、技術を提供するなど自主的な

衛生管理の取り組みを支援しています。 

 

 

 

 飲食店等の新規及び更新の営業施設（事業者）に対して、必要に応じて食品衛生管理ファ

イルを配布するなど「ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理」の周知と技術的支援を行っています。 

 

 

 

 

 報告件数 １０ 

Ⅵ 食品等事業者による自主的な衛生管理 

食品等事業者が「ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理」を円滑に実施できるよう、支援を行

いました。 

２ 食品衛生協会への衛生管理推進支援 

３ 営業者への衛生管理推進 

１ 食品関係同業組合を通じて食品等事業者に対する情報等の提供 

食品等事業者による自主回収情報を行政が確実に把握し、的確な監視指導や消費者へ 

の情報提供につなげるため、自主回収報告制度が全国統一化されました。 

 食品等事業者が自主回収を行う場合に行政への届出が義務づけられ、保健所が受理

し、厚生労働省又は消費者庁に報告の後、各省庁ホームページで公表されます。 

Ⅴ 自主回収報告 

１ 自主回収 
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分類 回数 人数 

事業者向け講習会 ４５ １，１９５ 

消費者向け講習会 ２９ ７６９ 

総計 ７４ １，９６４ 

 

 

 

内容 回数 人数 

食品衛生パネル展（事業者向） １ １５５ 

食品衛生パネル展（消費者向） ４ １，２８０ 

食の衛生教室 夏休み実験隊 １ ２１ 

消費生活展 １ ２９２ 

総計 ７ １，７４８ 

 

 

 

内容 回数 人数 

食品安全意見交換会 ３ ６１ 

  

Ⅶ 情報提供と意見交換 

食に対する不安などを取り除くため、区民・食品等事業者等を対象に講習会、意見交

換会等を実施し、食品衛生の普及啓発を図りました。また、広報たいとう、区ホームペー

ジ、ＳＮＳ等さまざまな媒体を活用し、食品衛生情報を提供しました。 

 

１ 講習会等での普及啓発 

２ 衛生展、街頭相談等 

３ 意見交換 
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媒体 内容 

広報たいとう 食中毒予防 

CATV放映 食中毒予防 

台東区ホームページ 事業報告 

たいとう食の安全通信 

（メールマガジン） 

最新の食品衛生 

食中毒予防等の情報提供 

チラシの配布 

ポスターの掲示等 

区内小中学校、幼稚園及び保育園等の児童に食中毒予防

チラシ配布 

台東区循環バス「めぐりん」に「ノロウイルス食中毒予

防」ポスターを掲示 

飲食店等に食品衛生法改正及び HACCP の制度化に関

するチラシ配布 

４ 食の安全情報の提供 

Ⅷ 食品衛生監視員の育成・資質向上 

厚生労働省、消費者庁、東京都及び特別区等が実施する研修等に積極的に参加し、昨

今の情勢を踏まえた法令改正や食品衛生情報の収集及び習得を図り、監視指導業務に反

映しています。 
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